
四日市市告示第１６６号  

 四日市市地域防犯活動支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。  

  令和７年３月２８日  

                    四日市市長 森  智 広  

 

四日市市地域防犯活動支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱  

四日市市地域防犯活動支援事業補助金交付要綱（平成２４年四日市市告示第１１３号）

の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

１ （略） １ （略） 

 （有効期限）  （有効期限） 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日

限り、その効力を失う。ただし、市長は、

有効期限までに第２１条に基づく事業評価

を行い、当該事業を必要と認めたときは、要

綱の改正等の適切な措置を講じるものとす

る。 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限

り、その効力を失う。ただし、市長は、

有効期限までに第２１条に基づく事業評価

を行い、当該事業を必要と認めたときは、要

綱の改正等の適切な措置を講じるものとす

る。 

 

第４号様式から第６号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第９条、第１４条関係） 

 

 第  号－  

 

                      住 所 

                      団体名 

                      代表者 

 

 

四日市市地域防犯活動支援補助金交付（変更）決定通知書 

 

    年 月 日付けで申請（計画変更承認申請）のあった四日市市地域防犯活動支援 

補助金については、四日市市地域防犯活動支援補助金交付要綱第９条（第１４条）の規定 

に基づき、次のとおり交付（変更）することに決定したので通知します。 

 

 

    年 月 日 

四日市市長 

 

                    記 

 

１ 補助金の額      金    円 

 （補助対象事業費 金    円） （内訳は別紙のとおり） 

 

２ 補助金交付の条件 

（１）この補助金は申請書記載の事業目的以外の用途に使用してはならない。 

（２）この補助金の使途については、市が監査を行うことがある。 

（３）今回の補助金交付に関する一切の資料は５年間保存すること。 

（４）補助金は請求により交付決定額の９割以内を事業完了前に受けることができる。 

（５）事業内容等に変更が生じた場合は速やかに報告し、指示に従うこと。 

（６）事業完了後、速やかに実績報告を行うこと。 

 

３ 示された条件に従わない場合又は書類の記載事項に虚偽不正の行為が認められたときは、 

補助金の返還を命ずることがある。 

 

４ この交付決定の日以前に発行された領収書は補助対象外となります。 

 

 

 



第５号様式（第１３条関係） 

 

年  月  日 

 四日市市長  

 

住 所 

団体名 

代表者 

連絡先 

 

 

四日市市地域防犯活動支援補助金計画変更承認申請書 

 

年 月 日付け  第  号－ において交付決定を受けた地域防犯事業について、 

下記のとおり変更が生じたので、四日市市地域防犯活動支援補助金交付要綱第１３条の規定 

に基づき下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 補助金変更申請額  金        円 

             

 

 ２ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

受付 

地区市民センター 市民協働安全課 

  

 



第６号様式（第１５条関係） 

 

年  月  日 

 四日市市長  

 

住 所 

団体名 

代表者 

連絡先 

 

 

四日市市地域防犯活動事業実績報告書 

 

  年  月  日付け  第  号－ で補助金等の交付決定を受けた  年度四日 

市市地域防犯活動事業を完了（廃止・中止）したので、四日市市地域防犯活動支援事業補助 

金交付要綱第１５条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 １ 事業実績及び効果 

 

 

 ２ 添付書類 

 

  (1) 収支決算書 

 

  (2) 領収書等の写し 

 

  (3) その他写真など 

 

 

受付 

 

 

 

 

 

地区市民センター 市民協働安全課 

  



   附 則 

 この要綱は、令和７年３月３１日から施行する。 

（市民生活部市民協働安全課） 


